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1. 経営戦略策定の趣旨 

 

公営企業としての水道事業においては、保有する資産の規模が大きく、また、資産の

老朽化に伴う大量更新期の到来、人口減少等に伴う料金収入の減少などにより、その経

営環境は厳しさを増しつつあります。 

このような中、水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを

提供する役割を果たしており、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続するこ

とが求められています。 

本町の水道事業においては、平成 25 年度にアセットマネジメントの手法を用いた「経

営シミュレーション」を行い、今後の更新需要や財政収支の見通しを行いました。また、

平成 27 年度には、「水道事業ビジョン」を策定し、将来の水道の理想像を示し、今後、

取り組むべき事項や方策について言及したところです。 

これらを踏まえて、今後も持続的に水道事業の経営を行っていくための中長期的な経

営の基本計画となる「経営戦略」の策定を行うこととしました。本経営戦略の計画期間

は、平成 28 年度から平成 38 年度までとします。 
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2. 水道事業の現状と課題 

2.1 事業の概要 

①事業の沿革 

池田町の水道は、昭和 29 年ごろから各地区で小規模な簡易水道が設置されるように

なり、昭和 50年代に町全体での水道事業計画が策定され、2つの簡易水道(北部、南部)

と上水道の事業を開始しました。その後、平成 25 年度に、これらの水道を統合し、町

内のほぼ全域を給水（市橋地区の一部は大垣上水道より給水）する池田町上水道となり、

現在、統合事業に伴う施設整備を行っているところです。 

事業会計については、現在、地方公営企業法適用の上水道事業会計と非適用の簡易水

道事業特別会計の 2会計となっていますが、施設の統合整備が完了した後、会計につい

ても統合する予定です。 

 

②給水 

 上水道の給水の状況は以下の通りです。 

給水状況（平成 27 年度）      

地方公営企業法適用  法適用 供用開始年月日  平成 6 年 4 月 1 日 

計画給水人口 12,600 人 現在給水人口 11,941 人 

給水区域面積 9.92 km2 給水人口密度 1,203.73 人／km2 

年有収水量 680.46 千 m3 有収水量密度 0.686 千 m3／ha 

 

また、統合する簡易水道の状況を下記に示します。 

給水状況（平成 27 年度）      

地方公営企業法適用  非適用 供用開始年月日  昭和 61 年 4 月 1 日 

計画給水人口 9,200 人 現在給水人口 7,834 人 

給水区域面積 10.2 km2 給水人口密度 768.04 人／km2 

年有収水量 732.10 千 m3 有収水量密度 0.718 千 m3／ha 

 

尚、統合後の計画給水人口は、23,410 人となります。 
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③施設 

 上水道の施設の状況は以下の通りです。 

施設状況（平成 27 年度）      

水源 地下水     

浄水場 1 箇所 導・送水管延長 2.34 km 

配水池 1 箇所 配水管延長      106.00 km 

計画一日最大給水量 5,160 m3 管路総延長      108.34 km 

日平均給水量 2,272 m3 施設利用率    44.04 ％ 

  

また、簡易水道の施設の状況は以下の通りです。 

施設状況（平成 27 年度）      

水源 地下水     

浄水場 2 箇所 導・送水管延長 2.47 km 

配水池 3 箇所 配水管延長       94.37 km 

計画一日最大給水量 2,701 m3 管路総延長       96.84 km 

日平均給水量 2,868 m3 施設利用率    106.16 ％ 

 

簡易水道では、施設利用率が 100％を超えており、上水道は 44.04％であるため、施

設利用率が不均衡となっています。統合整備により、給水エリアの変更を行っており、

均等化を図っています。 

尚、統合後の計画一日最大給水量は、8,000m3 となります。施設の統廃合はありませ

ん。 

 

④料金 

 水道料金は、下記のとおりです。基本料金＋従量料金に消費税を加えた額となります。 

上水道、簡易水道とも料金は統一されています。過去 5年以上、消費税以外の料金改

定は行っていませんが、料金は西濃近隣地区に比べてやや高額となっています。 

水道料金（税抜）        

量水器口径 
基本料金(1 か月につき） 

従量料金 
量水器使用料 水量 料金 

13 ミリ以下 100 円 

使用水量

10m3 まで 

1,600 円 使用水量 1 か月

につき 10m3 を超

える分 

1m3 につき 

 130 円 

20 ミリ以下 120 円 1,900 円 

30 ミリ以下 250 円 2,600 円 

50 ミリ以下 1,000 円 6,000 円 

50 ミリを超えるもの 1,500 円 11,000 円 
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⑤組織 

 

 組織の編成図を以下に示します。 

 水道課には、水道係、下水道係、下水道技術管理係があり、水道係(4人)が上水道事

業、および、簡易水道事業を担当しています。 
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2.2 事業の動向 

①給水人口の予測 

 

行政区域内人口、給水区域内人口、および、給水人口の推移を以下に示します。 

 

 

本町の行政区域内人口は、過去 10年間の動向をみると、ほぼ横ばいですが、平成 21

年度をピークに減少傾向となっています。平成 27 年度に策定された池田町人口ビジョ

ンでは、平成 22 年度から平成 72 年度までの 50 年間で、人口減少幅を－19.9％とする

としています。平成 22 年度の人口をもとにコーホート要因法による推計を行った結果、

平成27年度から平成52年度までの25年間で24,475人から21,983人に減少しており、

その減少幅は－10.2％となりました。これは人口ビジョンに掲げる減少率と同程度であ

り、本推計値を採用し、今後も同率（年変動率 0.996）で推移することとします。 

給水区域内人口についても同様の方法で推計しました。上水道の実績値は、統合前の

旧上水道区域となっていますが、推計は、簡易水道区域も含めた統合後の給水区域で算

出し、平成 29 年度以降の値としています。平成 28 年度については、前年度実績の全給

水区域に対する上水道区域の割合を推計値に乗じて算出しています。給水区域内人口は、

本計画目標年度の平成 38 年度で、23,285 人となり、平成 27 年度の実績値 24,055 人よ

り 770 人減少する予測となります。また、目標年度以降も、緩やかに減少します。 

給水人口は、給水区域内人口に普及率を乗じて算出します。普及率は、全国で 98％、

岐阜県でも 95％超える値となっていますが、本町の実績値は、82～83％と低くなって

います。本計画では、普及率の向上に努め、目標年度までに現況から 90％まで上昇す
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る計画とします。給水区域内人口は減少しますが、普及率の上昇により、給水人口は、

増加し、目標年度の平成 38 年度で、20,957 人となり、平成 27年度の実績値 19,775 人

より 1,182 人増加する予測となります。ただし、普及率の上昇は地域の状況からみても

限界があり、計画年度以降は 90％で一定とします。よって、計画期間以降は、給水人

口は減少することになります。 

 

②水需要の予測 

 

給水量、および、有収水量の推移を以下に示します。 

 
 

給水量は、1人 1日使用水量(原単位)をもとに算出します。 

1 人 1 日使用水量の推移を右に示します。

1人1日使用水量の実績は、ばらつきがあり、

地域別でも違いがあります。上水道の実績値

は、小さい値ですが、0.11～0.156m3/日･人

の範囲で増加傾向にあり、簡易水道では

0.25m3/人･日前後でほぼ横ばいとなってい

ます。全体としては、増加傾向にあり、統合

すると原単位は増加します。推計値は、過去

10 年間の全体の実績値をもとに時系列傾向

分析により算出しました。その結果、上水道では平成27年度から平成28年度で0.156m3/
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人･日から 0.165ｍ3/人･日となり、平成 29 年度以降は合算した値で、平成 38 年度まで

の期間で、0.207m3/人･日から 0.253m3/人･日に増加します。原単位は、地域により差

があり、上水道地域で低い値になっていますが、これは、一般家庭で井戸水を併用して

いる家庭が多いことや下水道事業も現在整備途中であることが要因と考えられます。下

水道（農業集落排水）が整備されている北部地区では、0.25m3/人･日前後で横ばいとな

っていることから、この値が上限と考えられ、目標年度の平成 38 年度で 0.253m3 とな

るため、その後は一定とします。 

算出した 1人 1日使用水量に給水人口を乗じて、日平均有収水量とします。前述のと

おり、給水人口も増加し、原単位も増加するため、計画期間内の有収水量は増加するこ

とになります。しかし、計画期間以後は、給水人口は減少し、原単位は一定とするため、

有収水量は減少することになります。 

日平均有収水量を有収率で除して、日平均給水量、これを負荷率で除して日最大給水

量とします。有収率の実績値は、上水道では 85％前後となっていますが、簡易水道で

は低下しており、近年では 70％程度で、全体でも 75％程度です。有収率の目標値は、

有効率を 95％（厚生労働省の指導値）とし、有効無収水量を全国的な値とされる 3％と

想定して、92％とします。目標年度で目標値の 92％となるよう、現況から上昇する計

画とします。会計統合する平成 29 年度は、一旦下がりますが、その後も上昇するよう

計画します。今後、漏水の目立つ管路を優先して更新するため、有収率は上昇すると考

えられます。 

負荷率は、過去 5年間の実績値の平均で一定とします。上水道では、80.6％、全体で

は 74.1％となるため、平成 28 年度は 80.6％、29 年度以降は 74.1％とします。 

給水量も目標年度までは増加し、1日最大給水量 7,782m3 となりますが、現況の施設

能力で賄える数値です。 

 

③料金収入の見通し 

 

料金収入の見通しを以下に示します。 
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料金収入は、年間有収水量に供給単価を乗じて算出します。供給単価は、平成 27 年

度の実績値を用います。上水道の供給単価の実績値は、209 円となっていますが、全体

では 195 円となっているため、平成 29 年度以降は 195 円とします。計画期間内は、収

入は増加しますが、その後減少することになります。 

 

④施設の見通し 

 

現在、上水道事業、および、簡易水道事業で保有している資産の健全度を示したもの

を右に示します。 

施設は、建設より 20 年～30 年経

過しており、設備等の老朽化が進んで

います。構造物及び設備の老朽化資産

は、現況で 22％ありますが、すべて

が法定耐用年数の短い設備類（機械、

電気、計装）であり、設備の全資産の

半分近くが老朽化資産となっていま

す。5年後には、ほぼ 100％が老朽化

資産となります。現在、統合整備にて、

機能低下した設備の更新を行っています。 
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管路は、現在、法定耐用年を過ぎ

たものはなく、今後 10年間は健全資

産となっていますが、漏水の目立つ管

路もあり、有収率の低い原因となって

います。特に簡易水道で低くなってお

り、一部漏水調査、補修により有収率

が上がった例もありますが、全面的な

改修とはなっておらず、現在も改善さ

れてはいません。耐震化もされていな

いため、管路の耐震化更新を早急に行う必要があります。 

施設規模については、前述の水需要の予測で示した通り、計画期間内は増加傾向にあ

りますが、現況の施設で賄うことができ、更新規模は、現況程度となります。ただし、

簡易水道施設では、施設能力の不足しているところもあり、利用率の低い上水エリアへ

の変更等により、施設効率の向上を目指します。 

 

⑤組織の見通し 

 

現在、水道課 11 人のうち、水道係 4 人が水道事業(上水道、簡易水道)に関わってい

ますが、事業統合しても施設の状況は変わらないため、今後も組織の再編成の予定はあ

りません。他の係についても同様で、前項で示したとおりです。 
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2.3 経営比較 

経営指標の傾向については、上水道事業、簡易水道事業で別々に比較分析を行ってい

ましたが、前述のように、今後、二事業を統合して経営を行うため、現状についても合

算した指標を算出して、合算前や類似団体との比較分析を行いました。 

 

①経営の健全性・効率性 

①経常収支比率は、概ね良好で、平成 26 年度に上水道で 100％を下回っていました

が、合算すると 100％を超える値となりました。しかし、経年の傾向をみると、低下し

ており、類似団体と比較しても低くなっています。また、⑤料金回収率が、簡易水道で

は 100％を超えていましたが、上水道は 100％を下回っており、合算値も 100％以下と

なっています。上水道では、企業債残高が高額で、高料金対策繰入金により、費用を賄

っている状況があります。④企業債残高対給水収益比率をみると、上水道で高く、簡易

水道では 100％を下回っていますが、既存の企業債の償還は、上水道でも終盤となって

おり平成 35 年には返済完了となる予定です。⑥給水原価も同様に、上水道では高額で、

簡易水道では低いため、合算後はやや低くなっていますが、類似団体と比較すると高め

です。 

簡易水道は、⑦施設利用率が 100％前後と高く稼働効率が良いと考えられますが、⑧

有収率が低いため、有収率の改善により更なる効率アップが期待されます。一方、上水

道では、⑦施設利用率が 50％以下で、非効率な施設となっています。統合整備により、

施設利用率を均等化する計画です。 
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②老朽化の状況 

施設については、前項で述べた通り、設

備の老朽化が進んでいる状況も見られます

が、機能維持できるものは長寿命化更新と

しており、管路については、更新率は 0％

です。これは、2 事業とも同様ですが、管

路更新については、今後、有収率と耐震化

率の向上のため、取り組みが必要です。 

 

 

2.4 事業の課題 

●今後拡大する更新需要への対応 

保有する資産は、そのほとんどが創設当初のもので建設後、20 年～30 年経過してい

ます。現在、老朽化した資産は全資産の 2％程度ですが、10 年～20 年後には更新需要

が集中することになります。更新の優先順位を定め、前倒しや長寿命化により更新需要

を平準化することが必要となります。 

 

●施設利用の効率向上 

施設利用率が不均等となっていることに加えて、有収率が低いなど、施設の稼働状況

が収益に反映されていない現状があり、給水原価が高い要因ともなっています。適正な

施設利用と有収率の向上により、経営の効率を上げることが必要です。 

 

●管路の耐震化 

安定的な水供給に向けて、管路の耐震化は大きな課題となっています。管路の耐震化

には多大な費用が掛かるため、管路の重要度に応じて、適切な耐震化が必要です。 
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3．基本方針 

水道事業は、時代や環境の変化に的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要

な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、安心して利用可能であり

続けることが必要です。 

このような水道の実現のため、本町では、平成 27年度に「池田町水道事業ビジョン」

を策定し、以下のような目標を掲げています。本経営戦略においても、水道ビジョンで

設定した目標の実現に向け、貢献することを基本方針とします。以下に設定した目標を

示します。 

 

＜水道の基本理念＞  安心、快適を未来につなぐ池田の水道 

 持続：健全で安定した、事業運営を続ける水道 

   （目標）・アセットマネジメントを活用して、集中する更新需要を平準化する。 

･将来の水需要を見据えた効率的な施設運用のため、給水エリアの再編

成を行う。 

 安全：いつでもどこでも、おいしく飲める水道 

   （目標）・すべての水源、浄水場で日常の水質管理を徹底する。 

･各水源の揚水量を見直し、過度な地下水の揚水を避け、水質の保全に

努める。 

 強靭：災害に迅速に対応する、しなやかな水道 

   （目標）・経年化施設の更新を計画的に行う。 

･重要管路を把握し、更新に合わせ、必要な耐震化を行う。 

･応急給水体制を構築する。 
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4．投資・財政計画 

4.1 投資に関する目標・説明 

①投資の目標 

●集中する更新需要を平準化する。 

●管路の耐震化を優先して、災害に対応できるようにする。 

●数値目標 ： 有収率 92％   管路更新率 1％ 

 

②投資の説明 

アセットマネジメントの手法を用いて、法定耐用年での更新需要を算出すると、更新

需要が集中し、本戦略の計画期間内に資金不足となります（下図）。そこで、更新基準

の設定は、設備については、法定耐用年の 2倍とし、構造物については 1.2 倍としまし

た。また、管路については、経過年数にかかわらず、優先順位を定めて更新を行うよう

にしました。 

平成 28 年度までは、簡易水道の統合事業として、水源地、配水池、および、ポンプ

場の計装設備と庁舎の監視設備の更新を行います。 

平成 29 年度以降は、管路の更新工事を優先して行います。まず、前半(H29～H33)に

漏水の多いφ150～φ200 の塩ビ管を耐震管へ更新します。低下している有収率の向上

にも効果があります。後半(H34～H38)は、基幹管路の耐震化を行います。基幹管路とし

ては、導水管、送水管が最優先となります。配水管では、配水本管や給水拠点までの管
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路を耐震化し、災害に備えます。 

 

また、平成 32 年度より、先送りしていた、統合整備で更新していない設備の更新を

行います。水源地の電気盤やポンプ類の更新が主となります。給水人口、および、給水

量が増加傾向のため、管路の口径やポンプの容量など現状維持とし、施設の統廃合やス

ペックダウンは行いません。 

更新需要を平準化し、年間約 2 億 5千万円の規模で工事を行うこととします。 

 

 

4.2 財源に関する目標・説明 

①財源の目標 

●企業債、繰入金を用いず、自己財源にて事業を行う。 

●基幹管路の更新は、耐震化事業の補助対象となるため、国庫補助金を利用する。 

●数値目標 ： 普及率 90％        企業債残高対給水収益比率 0％ 

 

②財源の説明 

創設時に借入した企業債の償還もあと数年で完了となり、これまで、高料金対策繰入

金などを利用して償還を行ってきましたが、これからは、自己資金のみで更新事業を行

っていく予定です。簡易水道を統合し、保有資産が増え、今後の更新需要も拡大します

が、簡易水道事業の経営は、健全で、上水道の負担となる要素はありません。料金回収
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率や給水原価も上水道と比較して良好で、費用や施設の効率化の面で有効であると考え

られます。 

基幹管路の更新において、現行の補助制度では、布設後 30 年以上が経過したダクタ

イル鋳鉄管で国庫補助の対象となるため、事業費の 1/4 を国庫補助金としました。ただ

し、補助制度には変動があり、現行の制度でも対象となるには、資本単価等の条件もあ

るため、年度ごとで確認が必要となります。 

料金については、近年、消費税以外の改定は行っていませんが、近隣地域と比較して

もやや高額となっているため、計画期間内は現行のままとします。 

資産の活用として、有価証券の購入などを行っており、受取利息などの収入を得てい

ます。 

 

4.3 投資以外の経費について 

維持管理費などの経費については、実績をもとに算出しました。動力費や修繕費など、

どの項目においても年により変動があるため、将来値は過去 5年間の平均値で一定とし

ました。平成 29年度に簡易水道を統合しますが、施設としては大きな変化はないため、

2 会計の経費を合算する方向で将来値を定めました。なお、職員給与費について、職員

は、上水道事業及び簡易水道事業を兼務しており、現在、上水道事業では給与費を見込

んでおらず、簡易水道事業で計上しています。統合後は、経費はそのまま合算するため、

簡易水道事業で計上していた実績値を職員給与費として計上します。 

 

4.4 投資・財政計画 

前述の目標・説明に基づく投資・財政計画を表に示します。 

また、給水原価、収益収支、企業債、資金残高等の推移を図に示します。 

水道料金は、創設時から上水道、簡易水道とも同一ですが、供給単価は平成 29 年度

の会計統合以降、減少します。これは、地域の利用状況の違いによるもので、上水道地

域では、自己水の井戸と併用する家庭が

多く、水道の使用量が少ない傾向にあり

ます。一か月あたりの使用料が 10m3 以

下の基本料金家庭も多いため、供給単価

は高くなっていますが、簡易水道地域は、

使用料の原単位は比較的大きく、供給単

価は上水道に比べ安価で、統合後は減少

することになります。給水原価の現況も、

上水道では高く、簡易水道では低い値で
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すが、統合後をみると、供給単価をや

や上回る値となっています。しかし、

平成 35 年以降は、企業債の償還が完了

することなどの影響で、給水原価は低

くなります。 

収益収支は、有収水量の増加と企業

債償還の完了で計画期間内は良好です

が、更新事業を推進するため、投資は

増大し、資金は減少します。計画期間

内前半は、更新事業に加え、企業債の

償還もあるため、資金が急速に減少す

ることになりますが、後半は、企業債

残高もなくなり、資本的支出も安定し

ます。投資計画で定めた、年間 2 億 5

千万円の支出で資金も安定することに

なります。 
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4.5 今後の取組について 

投資・財政計画については、更新需要等、今後 50 年程度を見通したうえで計画して

いますが、計画期間内は給水人口や給水量が増加傾向で、施設の統廃合やスペックダウ

ン等は見込んでいません。給水量が最大となる計画目標年においても、施設容量は現在

の施設で賄うことができるため、現況程度の規模で更新する計画です。しかし、計画期

間を過ぎた後、給水人口や給水量は減少傾向となるため、料金収入等も減少することに

なります。今後の更新事業において、企業債や繰入金を用いない、自己資金のみでの更

新を予定していますが、料金収入が減少すれば、自己資金のみでの更新は困難となり、

料金の改定が必要になると思われます。簡易水道の統合により、施設の効率化を図り、

維持管理費の削減を期待していますが、本計画では、維持管理費への反映はしていませ

ん。今後、これらの効果について検討する予定です。 
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5．戦略の事後検証・更新等 

本戦略の策定に当たり、その内容は、住民や議会にわかりやすく情報公開していくも

のとします。 

また、本戦略の確実な実行のため、毎年度、進捗管理(モニタリング)を行い、5年に

一度を目安として、計画の見直し(ローリング)を行います。 

計画の進行では、PDCA サイクルを活用し、計画、実施、検証、見直しを継続的に行

って更なる取り組みの向上を目指します。 

検証、見直しにおいては、各関係者からの意見聴取を行い、客観的かつ合理的な検証・

見直しを行うよう留意します。あわせて、各種の経営指標等を活用して同種企業との経

営状況の比較分析を行うなど、経営状況を的確に把握し、経営健全化・効率化に取り組

んでいきます。 
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経営指標の実績値と推計値を下に示します。 

経営指標 
H26 実績値 H33 

推計値 

H38 

推計値 上水道 簡易水道 合算値 

1.経営の健全性・効率性 

①経常収支比率(%) 

(類似団体平均値) 

99.15 

(109.49) 

116.28 

(75.09) 

105.41 

(110.01) 

112.52 184.49 

②累積欠損金比率(%) 

(類似団体平均値) 

0.00 

(9.49) 

－ 

 

－ 

(2.80) 

0.00 0.00 

③流動比率(%) 

(類似団体平均値) 

925.75 

(406.37) 

－ 

 

－ 

(381.53) 

115.37 853.79 

④企業債残高対給水収益比率(%) 

(類似団体平均値) 

573.20 

(442.54) 

93.96 

(1228.58) 

337.59 

(393.27) 

25.99 0.00 

⑤料金回収率(%) 

(類似団体平均値) 

71.45 

(98.60) 

112.60 

(53.81) 

83.68 

(100.47) 

95.98 152.75 

⑥給水原価（円） 

(類似団体平均値) 

293.84 

(181.67) 

161.09 

(284.65) 

232.87 

(169.82) 

203.17 127.66 

⑦施設利用率(%) 

(類似団体平均値) 

42.33 

(53.61) 

96.10 

(58.96) 

60.80 

(55.13) 

68.51 72.04 

⑧有収率(%) 

(類似団体平均値) 

83.51 

(81.31) 

78.65 

(76.58) 

80.87 

(83.00) 

85.20 92.00 

2.老朽化の状況 

①有形固定資産減価償却率(%) 

(類似団体平均値) 

68.12 

(46.67) 

－ 

 

－ 

(46.66) 

59.05 58.80 

②管路経年化率(%) 

(類似団体平均値) 

0.00 

(10.03) 

－ 

 

－ 

(9.85) 

0.00 14.12 

③管路更新率(%) 

(類似団体平均値) 

0.00 

(0.68) 

0.00 

(0.98) 

0.00 

(0.66) 

1.28 0.88 

 

経営の健全性・効率性の項目では、平成 26 年度実績値と比較した推計値の値は、良

好に推移しているといえます。類似団体平均との比較でもよい値となっています。 

老朽化の状況では、資産の経年化は進行しますが、更新事業も進めるため、実績値と

比較して改善されています。管路の経年化率が平成 38 年度で 14.12％となっており、

これはすべてφ100 以下の配水支管となります。管路の更新は、前倒しで行っています

が、基幹管路を優先するため、小口径の配水支管の経年化は避けられません。有収率等

を考慮しながら、必要な管路の更新を進めることとします。 




